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梅雨が明けて、これから訓練シーズンに近づいてくると思います。暑い時期は
続きますので、体調には十分に注意してください。

令和６年度神奈川区地域防災拠点運営委員会連絡協議会総会について

５月25日(木)に、令和６年度地域防災拠点運営委員会連絡協議会総会を区役所に
て行いました。ご出席いただき、ありがとうございました。
HPに資料を掲載しておりますので、ご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kurashi/bosai_bohan/saigai/hinannbasyo/r
ennrakujikou.html

男女共同参画の視点を取り入れた防災研修について

当初、７月31日(水)までを申込期限としていましたが、定員に余裕があるため
９月30日(月)まで、申込期限を延長いたしました。
申込書や研修内容の詳細につきましては、拠点総会の資料をご確認ください。

神奈川区地域防災拠点だより

令和６年度能登半島地震被災地派遣報告会の実施について

被災地に派遣された職員等から現地の様子や支援内容をお伝えします。被災地へ
支援に行った職員等の話を聞ける貴重な機会ですので、多数のご参加をお待ちして
おります。

日時：令和６年９月20日(金)午後２時から午後４時まで(午後１時30分開場)

場所：神奈川公会堂 (神奈川区富家町１ー３)

定員：350名(事前申込)入場無料

申込期限：令和６年９月６日(金)

申込みはこちらから！
※応募多数の場合、抽選を行います。
落選の場合のみご連絡いたします。



神奈川区役所総務課 防災担当（西山）発行 電話 045-411-7004 FAX 045-324-5904

まだまだ暑い時期は続きますので、訓練実施の際は怪我だけではなく、
熱中症にも注意をしましょう！
次回の地域防災拠点だよりは、秋頃の発行を予定しております！

地震と風水害では開設される避難(場)所は異なり、開設者や役割など大きく違っています。
今回のコラムでは、その違いについてご紹介します！

まず違う点として、避難(場)所の開設のタイミングに違いがあります。地震は事前に予測す
ることが困難ですが、台風は事前にくることが予想できるため、避難（場）所開設の必要が
あると判断した場合は、横浜市に最も接近する時間の12時間前に避難場所を開設します。
ただし、気象予報等を確認し12時間前でも大雨が予想される場合や夜間になる場合は、避
難な可能な時間に避難（場）所を開設します。
そのほかの違いについては、下の表にまとめていますので、ご確認ください！

～大地震と風水害時の動き方の違いについて～

震災時 風水害時

25か所(区内小中学校等)
※市内で震度５強以上の地震が

発生した場合に開設されます。

行政が指定する
避難(場)所

浸水想定区域を考慮して、
３つのパターンに分けて開設

地震により自宅に住めなくなった方が
生活をする場所
◆拠点の役割◆
①在宅要援護者のための情報
受伝達拠点

➁地域住民による救助・救護活
動拠点

③生活資機材、食料・飲料水等
の備蓄機能を備えた拠点

避難(場)所の
役割

台風や大雨による浸水害、土砂災害等か
ら生命を守る場所
※避難は短期間を想定

最低限の水と食料はあり
※自宅からの持参が原則です。

配給物品
原則なし
※必要な物資は自宅から持参してください。

地域防災拠点の運営委員会 開設者 区役所職員

① 特別警報級の台風が横浜市に上陸、
接近するパターン（６か所開設）
・幸ヶ谷小学校 ・神大寺小学校
・羽沢小学校 ・浦島丘中学校
・子安小学校 ・神奈川小学校

② 一般的な規模の台風が横浜市に
上陸、接近するパターン（３か所開設）
・神大寺小学校 ・神奈川小学校
・浦島丘小学校

③ 台風の接近が予測されるが、横浜市に
上陸しない又は影響が少ないパターン
・事前に避難場所の開設はしません。


